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(54)【発明の名称】 カラー液晶表示素子の製造方法

(57)【要約】
【課題】  基板における液晶層と反対側の面上にカラー
フィルタを備えるカラー液晶表示素子の製造方法におい
て、液晶の熱分解を回避しながらカラーフィルタを形成
でき、かつ、形成後にカラーフィルタに傷を付けること
なく良好なカラー液晶表示素子を製造することができる
カラー液晶表示素子の製造方法を提供する。
【解決手段】  両電極基板２０・３０を貼り合わせ（Ｓ
８）、両電極基板２０・３０の間隙を周縁でシール材に
より封止した（Ｓ９）後、電極基板３０の透明導電膜１
３上にカラーフィルタを電着法で形成し（Ｓ１０）、次
いで、両電極基板２０・３０の間隙に液晶を注入する
（Ｓ１２）。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】互いに対向する２枚の基板と、これら基板
間に挟持された液晶層と、一方の基板における液晶層と
反対側の面上に形成されたカラーフィルタとを備えるカ
ラー液晶表示素子の製造方法において、
２枚の基板を互いに対向させて貼り合わせる貼り合わせ
工程と、
貼り合わせ工程の後に、一方の基板における他方の基板
と反対側の面上にカラーフィルタを形成するカラーフィ
ルタ形成工程と、
カラーフィルタ形成工程の後に、両基板間の間隙に液晶
を注入する液晶注入工程とを含むことを特徴とするカラ
ー液晶表示素子の製造方法。
【請求項２】カラーフィルタ形成工程の前に、両基板間
の間隙を密閉する密閉工程と、
カラーフィルタ形成工程の後で、かつ、液晶注入工程の
前に、密閉された間隙を開放する開放工程とをさらに含
むことを特徴とする請求項１記載のカラー液晶表示素子
の製造方法。
【請求項３】上記カラーフィルタの形成を電着法で行う
ことを特徴とする請求項１または２に記載のカラー液晶
表示素子の製造方法。
【請求項４】上記貼り合わせ工程の前に、一方の基板の
片面に対して、第１の領域を囲むように、かつ、液晶を
注入するための第１の注入口が形成されるように第１の
シール材壁を配置するとともに、第１の領域と分離した
第２の領域を囲むように、かつ、液晶を注入するための
第２の注入口が形成されるように第２のシール材壁を配
置するシール材壁配置工程をさらに含み、
上記貼り合わせ工程では、第１のシール材壁および第２
のシール材壁が内側となるように両基板を貼り合わせ、
上記密閉工程では、両基板を周縁で封止し、
上記開放工程では、第１のシール材壁と第２のシール材
壁との間で両基板を分断することを特徴とする請求項２
または３に記載のカラー液晶表示素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、互いに対向する２
枚の基板と、これら基板間に挟持された液晶層と、一方
の基板における液晶層と反対側の面上に形成されたカラ
ーフィルタとを備えるカラー液晶表示素子の製造方法に
関するものであり、特に反射型カラー液晶表示装置に好
適に適用されるカラー液晶表示素子の製造方法に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】従来のカラー液晶表示素子では、通常、
基板における液晶層と対向する面上にカラーフィルタを
備えている。
【０００３】これに対し、基板における液晶と反対側の
面上にカラーフィルタを備えるカラー液晶表示素子も知
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られている。
【０００４】例えば、特開平５－２７２２４号公報に
は、カラーフィルタを基板の外側（セル外部）に配置し
たカラー液晶表示装置が開示されている。上記構成によ
れば、カラーフィルタをセル外部に配置したことによ
り、カラーフィルタをセル内部に内蔵した構成と比較し
て、カラーフィルタの凹凸がセルギャップの変動に影響
を与えることがなくなるので、セルギャップの変動が低
減できる。その結果、閾値電圧のばらつきを抑え、表示
むらの発生を防止することができる。
【０００５】また、特開平５－２６４９８９号公報に
は、曲面によるカラー表示を可能にするために、基板を
可撓性を有するフィルム状とするとともにカラーフィル
タも可撓性を有する構成としたカラー液晶表示素子にお
いて、基板の偏光板側、すなわち基板における液晶層と
反対側にカラーフィルタを一体的に接合することが開示
されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平
５－２７２２４号公報には、基板の貼り合わせ後にカラ
ーフィルタの形成を行うことは開示されていない。
【０００７】カラーフィルタを基板の外側に配置する場
合、カラーフィルタの形成を基板の貼り合わせ前に行う
と、貼り合わせ前の製造工程においてカラーフィルタを
形成した基板を搬送する際に、カラーフィルタに傷が生
じてしまうことがある。特に、基板の貼り合わせ前にカ
ラーフィルタと配向膜とを基板の異なる面上に形成して
ラビング処理を行う場合、ラビング工程において、基板
におけるカラーフィルタ側の面をステージに吸着固定し
て配向膜側の面にラビング処理を施すことになる。その
ため、ステージによりカラーフィルタ側の面に傷が付き
やすい。その結果、良好な表示が得られるカラー液晶表
示素子を安定して製造することができないという問題を
生じている。
【０００８】一方、特開平５－２６４９８９号公報に
は、基板の貼り合わせ後にカラーフィルタの形成を行う
ことが開示されている。
【０００９】しかしながら、特開平５－２６４９８９号
公報では、２枚の基板を液晶層を介して重ね合わせるこ
とによって製造した液晶表示素子に対し、カラーフィル
タを形成している。つまり、液晶を挟持した基板に対し
てカラーフィルタの形成を行っている。このように液晶
を挟持した基板に対してカラーフィルタの形成を行う
と、カラーフィルタの焼成時に液晶が熱で分解するとい
う問題を生じる。
【００１０】本発明は、上記従来の問題に鑑みなされた
ものであり、その目的は、液晶の熱分解を回避しながら
カラーフィルタを形成でき、かつ、形成後にカラーフィ
ルタに傷を付けることなく良好なカラー液晶表示素子を
製造することができるカラー液晶表示素子の製造方法を
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3
提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】本発明のカラー液晶表示
素子の製造方法は、上記の課題を解決するために、互い
に対向する２枚の基板と、これら基板間に挟持された液
晶層と、一方の基板における液晶層と反対側の面上に形
成されたカラーフィルタとを備えるカラー液晶表示素子
の製造方法において、２枚の基板を互いに対向させて貼
り合わせる貼り合わせ工程と、貼り合わせ工程の後に、
一方の基板における他方の基板と反対側の面上にカラー
フィルタを形成するカラーフィルタ形成工程と、カラー
フィルタ形成工程の後に、両基板間の間隙に液晶を注入
する液晶注入工程とを含むことを特徴としている。
【００１２】上記方法によれば、一方の基板における液
晶層と反対側の面上にカラーフィルタが形成されたカラ
ー液晶表示素子が得られる。この構成のカラー液晶表示
素子は、一方の基板における液晶層と対向する面上にカ
ラーフィルタを形成した構成のカラー液晶表示素子と比
較して、カラーフィルタの凹凸がセルギャップ（基板間
の間隙の寸法）の均一性に影響を与えることがなくなる
ので、セルギャップを均一化できる。それゆえ、液晶層
の厚みを均一化でき、液晶層の閾値電圧の位置によるば
らつきを抑えることができる。その結果、表示むらの発
生が防止されたカラー液晶表示素子が得られる。
【００１３】また、上記方法によれば、基板の貼り合わ
せ後にカラーフィルタを形成することによって、基板を
貼り合わせる前の製造工程、特にラビング工程において
搬送系等によりカラーフィルタに傷を付けることがなく
なる。したがって、カラーフィルタに傷のないカラー液
晶表示素子が得られる。
【００１４】さらに、上記方法によれば、両基板間の間
隙に液晶が注入されていない状態でカラーフィルタの形
成を行うことができる。その結果、両基板間の密閉され
た間隙に液晶が注入されている状態でカラーフィルタの
形成を行う場合に起こる不都合、すなわち、カラーフィ
ルタの焼成時に液晶が熱で分解するという問題を回避で
きる。
【００１５】本発明のカラー液晶表示素子の製造方法
は、上記各工程に加えて、カラーフィルタ形成工程の前
に、両基板間の間隙を密閉する密閉工程と、カラーフィ
ルタ形成工程の後で、かつ、液晶注入工程の前に、密閉
された間隙を開放する開放工程とをさらに含むことが好
ましい。
【００１６】両基板間の間隙全体が開放された状態でカ
ラーフィルタの形成を行うと、電着ができず、しかも位
置ずれが起こりやすいという問題を生じる。特に、両基
板間の間隙全体が開放された状態で電着法によるカラー
フィルタの形成を行うと、電着液が基板間の間隙全体に
浸透する。すなわち、液晶セル内に電着液が侵入してし
まう。そのため、電着液の成分が液晶層に混入してしま
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うという問題を生じる。
【００１７】これに対し、上記方法によれば、両基板間
の間隙が密閉されている状態でカラーフィルタの形成を
行うので、電着ができず、しかも位置ずれが起こりやす
いという問題を回避できる。特に、電着法によりカラー
フィルタの形成を行う場合に、電着液が基板間の間隙全
体に浸透することを防止することができ、電着液の成分
が液晶層に混入してしまうという問題を回避できる。
【００１８】本発明の製造方法におけるカラーフィルタ
の形成方法としては、電着法、染色法、顔料分散法、印
刷法等が使用でき、さらに、カラーフィルタを電着法、
染色法、顔料分散法、印刷法等により形成した透明板を
基板に貼り合わせる方法も使用できるが、電着法が好ま
しい。
【００１９】カラーフィルタの形成を電着法で行うこと
により、電着用の電極と同じ位置精度でカラーフィルタ
を形成できる。そして、電着用の電極は、リソグラフィ
等を用いることにより、貼り合わせや印刷法の精度より
高い位置精度で形成することができる。したがって、特
開平５－２７２２４号公報に記載されているカラーフィ
ルタを印刷法により形成した透明板を基板の外側に貼り
合わせる方法や、印刷法によってカラーフィルタを基板
上に直接的に形成する方法と比較して、カラーフィルタ
と基板との位置合わせを精度良く行うことができる。
【００２０】なお、電着法とは、次のような方法であ
る。すなわち、まず、基板の全面に電極を形成した後、
電極の上にフォトレジストを塗布して、露光およびエッ
チングによりフォトレジストの一部（１色目のカラーフ
ィルタを形成すべき部分）を取り除き、次いで、少なく
とも着色剤を溶剤に分散させた電着液に基板を浸漬し、
電極に電圧を印加することにより着色剤を電極表面の一
部に付着させて１色目のカラーフィルタを形成する。さ
らに、同様にして、フォトレジストの他の一部（２色目
のカラーフィルタを形成すべき部分）に再び露光および
エッチングを行い、基板を電着液に浸漬して電極に電圧
を印加することにより２色目のカラーフィルタを形成す
る。さらに、同様にして、フォトレジストのさらに他の
一部（３色目のカラーフィルタを形成すべき部分）に再
び露光およびエッチングを行い、基板を電着液に浸漬し
て電極に電圧を印加することにより３色目のカラーフィ
ルタのカラーフィルタを形成する。
【００２１】また、本発明のカラー液晶表示素子の製造
方法の好ましい形態は、上記貼り合わせ工程の前に、一
方の基板の片面に対して、第１の領域を囲むように、か
つ、液晶を注入するための第１の注入口が形成されるよ
うに第１のシール材壁を配置するとともに、第１の領域
と分離した第２の領域を囲むように、かつ、液晶を注入
するための第２の注入口が形成されるように第２のシー
ル材壁を配置するシール材壁配置工程をさらに含み、上
記貼り合わせ工程では、第１のシール材壁および第２の
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シール材壁が内側となるように両基板を貼り合わせ、上
記密閉工程では、両基板を周縁で封止し、上記開放工程
では、第１のシール材壁と第２のシール材壁との間で両
基板を分断する方法である。
【００２２】上記方法では、両基板を分断して得られる
各部を用いて複数のカラー液晶表示素子を製造すること
ができる。そして、複数のカラー液晶表示素子を製造す
るための両基板の分断と、密閉された間隙の開放とを同
時に行うことができるので、製造工程を簡素化できる。
【００２３】上記の好ましい形態では、上記貼り合わせ
工程の後に、上記密閉工程を行うことが好ましい。これ
により、電着液が液晶セル内に浸透することを回避で
き、かつ、貼り合わせ時の熱で液晶セル内の空気が膨張
してシールが爆発してしまうことを回避できるという効
果が得られる。
【００２４】また、上記の好ましい形態では、上記密閉
工程において、両基板間の間隙の周縁にシール材を塗布
して硬化させてもよい。
【００２５】さらに、上記の好ましい形態では、シール
材壁配置工程において、第１のシール材壁および第２の
シール材壁を配置するのに加えて、一方の基板の片面に
対して、第１のシール材壁および第２のシール材壁の両
方を完全に囲むように、かつ、空気孔が形成されるよう
に第３のシール材壁を配置し、上記密閉工程において、
空気孔を封止材で封止してもよい。
【００２６】この方法では、封止が一部でよいため、工
程数をより少なくすることができるという効果をさらに
得ることができる。
【００２７】
【発明の実施の形態】〔実施の形態１〕本発明の実施の
一形態について図１ないし図３に基づいて説明すれば、
以下の通りである。
【００２８】まず、本実施形態の製造方法によって製造
されるカラー液晶表示素子について、図２に基づいて説
明する。
【００２９】本実施形態の製造方法によって製造される
カラー液晶表示素子は、図２に示すように、互いに対向
する電極基板２０および電極基板３０、電極基板２０と
電極基板３０との間の距離（セルギャップ）を規定する
ためのスペーサ９、電極基板２０と電極基板３０との間
の間隙を周縁で封止するためのシール材１０（シール材
１０Ａおよび１０Ｂ）、電極基板２０と電極基板３０と
の間に挟持された液晶層１１、電極基板３０における液
晶層１１と反対側の面上に形成されたカラーフィルタ１
２等を備えている。
【００３０】電極基板２０は、ガラス等の透明材料から
なる基板１を備えている。基板１における液晶層１１側
の面上には、透明電極３、絶縁膜５、および配向膜７が
この順で形成されている。透明電極３は、ＩＴＯ（酸化
インジウム錫）等からなり、図２の紙面に平行な方向に
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沿って等間隔で複数形成されている。また、配向膜７
は、液晶層１１を配向するためのものであり、ここで
は、配向処理が施されたポリイミド樹脂膜となってい
る。
【００３１】電極基板３０は、ガラス等の透明材料から
なる基板２を備えている。基板１における液晶層１１側
の面上には、透明電極４、絶縁膜６、および配向膜８が
この順で形成されている。透明電極４は、ＩＴＯ等から
なり、透明電極３と直交する方向に沿って、すなわち図
２の紙面に垂直な方向に沿って等間隔で複数形成されて
いる。また、配向膜８は、液晶層１１を配向するための
ものであり、ここでは、配向処理が施されたポリイミド
樹脂膜となっている。
【００３２】液晶層１１は、透明電極３と透明電極４と
が交差する部分が画素として機能するものである。各画
素では、透明電極３と透明電極４との間に印加された電
圧によって液晶分子の配向が変化し、その結果として各
画素の光学的特性が変化し、表示が行われる。
【００３３】カラーフィルタ１２は、各画素に対応して
形成された赤色（Ｒ）着色層、緑色（Ｇ）着色層、およ
び青色（Ｂ）着色層を備えている。着色層は、着色剤を
含むものであればよいが、樹脂材料を染料や顔料等の着
色剤で着色したものが好適である。
【００３４】次に、本実施形態の製造方法の一例につい
て、図１に基づいて説明する。この例の製造方法は、基
板１・２から、基板１・２の半分の寸法を有する第１お
よび第２のカラー液晶表示素子を製造するものである。
【００３５】この例の製造方法では、まず、電極基板３
０および電極基板２０を製造する。そして、電極基板３
０の製造工程においては、まず、基板１上に透明電極３
および透明導電膜１３を形成する（Ｓ１）。具体的に
は、まず、ガラス等の透明材料からなる基板１の両面全
体にスパッタリングによりＩＴＯ等からなる透明導電膜
を形成する。次いで、上記透明導電膜全面にロールコー
タ法でフォトレジストを形成し、フォトリソグラフィー
により基板１の片面上の透明導電膜をパターニングす
る。これにより、基板１の片面上にＩＴＯ電極等の透明
電極３が形成され、基板１のもう一方の面上には透明導
電膜１３が残る。
【００３６】次に、印刷法等により透明電極３を覆うよ
うに絶縁膜５を形成し（Ｓ２）、さらに、スピンコート
法によるポリイミド樹脂の塗布等により、絶縁膜６上に
配向膜８を形成する（Ｓ３）。これにより、電極基板３
０が得られる。さらに、図示しないが、電極基板３０の
配向膜７に対して配向処理を施す。具体的には、電極基
板３０の基板１側の面をステージに吸着させることによ
って電極基板３０を固定し、電極基板３０の配向膜７側
の面にラビング処理を施す。
【００３７】一方、電極基板２０の製造においては、ま
ず、基板２上に透明電極４を形成する（Ｓ４）。すなわ
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7
ち、まず、ガラス等の透明材料からなる基板２の片面全
体にスパッタリングによりＩＴＯ等からなる透明導電膜
を形成する。次いで、上記透明導電膜全面にフォトレジ
ストを形成し、フォトリソグラフィーにより基板２上の
透明導電膜をパターニングする。これにより、基板２の
片面上にＩＴＯ電極等の透明電極４が形成される。
【００３８】次に、印刷法等により透明電極４を覆うよ
うに絶縁膜６を形成し（Ｓ５）、さらに、スピンコート
法によるポリイミド樹脂の塗布等により、絶縁膜６上に
配向膜８を形成する（Ｓ６）。これにより、電極基板２
０が得られる。さらに、図示しないが、配向膜８に対し
て配向処理を施す。具体的には、電極基板２０の基板１
側の面をステージに吸着させることによって電極基板２
０を固定し、電極基板２０の配向膜８側の面にラビング
処理を施す。
【００３９】次に、電極基板２０の配向膜８上に、ポリ
マービーズやシリカ系ビーズ等のスペーサ９を湿式散布
法により散布するとともに、熱硬化性樹脂からなるシー
ル材（第１のシール材壁）１０Ａおよびシール材（第２
のシール材壁）１０Ｂを印刷法で印刷する（Ｓ７：シー
ル材壁配置工程）。
【００４０】シール材１０Ａおよび１０Ｂの配置は、図
３に示す配置とする。すなわち、すなわち、図３に示す
ように、電極基板２０の片面に対して、第１のカラー液
晶表示素子の液晶層が形成されるべき領域（第１の領
域）２４Ａを囲むようにシール材１０Ａを壁状に配置す
るとともに、シール材１０Ａに対して、領域２４Ａ上に
液晶を注入するための注入口（第１の注入口）２１Ａを
形成する。また、電極基板２０の同じ面に対して、第２
のカラー液晶表示素子の液晶層が形成されるべき第２の
領域（第２の領域）２４Ｂを囲むようにシール材１０Ｂ
を壁状に配置するとともに、領域２４Ｂ上に液晶を注入
するための注入口（第２の注入口）２１Ｂを形成する。
【００４１】なお、ここでは、電極基板２０の配向膜８
上にスペーサ９およびシール材１０Ａ・１０Ｂを配置し
たが、スペーサ９およびシール材１０Ａ・１０Ｂは、電
極基板３０の配向膜９上に配置してもよく、また、一方
を配向膜８上に配置し、他方を配向膜９上に配置しても
よい。
【００４２】次に、電極基板２０と電極基板３０とを貼
り合わせる（Ｓ８：貼り合わせ工程）。すなわち、電極
基板２０と電極基板３０とを、シール材１０Ａおよび１
０Ｂが内側となるように、かつ、透明電極３と透明電極
４とが直交するように重ね合わせ、圧力を加えて貼り合
わせる。さらに、圧力を加えてままで熱を加え、シール
材１０Ａおよび１０Ｂを硬化させる。
【００４３】次に、電極基板２０と電極基板３０との間
の間隙の周縁に紫外線硬化性樹脂からなるシール材を塗
布し、紫外線を照射することによりシール材を硬化させ
る（Ｓ９：密閉工程）。これにより、電極基板２０と電
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極基板３０との間の間隙が周縁で封止されて密閉され
る。
【００４４】次に、電極基板３０における電極基板２０
と反対側の面上、すなわち透明導電膜１３上に、電着法
でカラーフィルタ１２を形成する（Ｓ１０：カラーフィ
ルタ形成工程）。すなわち、まず、電極基板３０の透明
導電膜１３上にロールコーター法でフォトレジストを塗
布した後、Ｒ着色層を形成しようとする部分のフォトレ
ジストを露光およびエッチングにて剥離し、この状態で
透明導電膜１３に電圧を印加して電着を行うことによ
り、Ｒ着色層を形成する。次に、Ｇ着色層を形成しよう
とする部分のフォトレジストを露光およびエッチングに
て剥離し、この状態で透明導電膜１３に電圧を印加して
電着を行うことにより、Ｇ着色層を形成する。さらに、
Ｂ着色層を形成しようとする部分のフォトレジストを露
光およびエッチングにて剥離し、この状態で透明導電膜
１３に電圧を印加して電着を行うことにより、Ｂ着色層
を形成する。
【００４５】なお、カラーフィルタ１２と透明電極４と
の位置合わせは、Ｓ１においてフォトリソグラフィーを
用いて透明電極３とともに位置合わせ用トンボを形成し
ておき、カラーフィルタ１２の形成に用いるフォトマス
クを位置合わせ用トンボに位置合わせする方法で行って
いる。
【００４６】次に、シール材１０Ａとシール材１０Ｂと
の間で分断する（Ｓ１１：開放工程）。これにより、電
極基板２０・３０が、単品、すなわち、各液晶表示素子
を構成する液晶セル（電極基板２０・３０、スペーサ
９、シール材１０Ａ・１０Ｂ、およびカラーフィルタ１
２）に分断されるとともに、電極基板２０・３０間の間
隙が開放される。
【００４７】次に、各液晶セルの内部を真空吸引した
後、各セルを液晶中に浸漬することにより、電極基板２
０・３０間の間隙におけるシール材１０Ａ・１０Ｂの内
側に、注入口２１Ａ・２１Ｂを通して液晶を注入する
（Ｓ１２：液晶注入工程）。これにより、注入口２１Ａ
を通してシール材１０Ａの内側に注入された液晶が第１
のカラー液晶表示素子の液晶層１１を形成し、注入口２
１Ｂを通してシール材１０Ｂの内側に注入された液晶が
第２のカラー液晶表示素子の液晶層１１を形成する。
【００４８】次に、シール材１０Ａ・１０Ｂの注入口２
１Ａ・２１Ｂを紫外線硬化性の封止材（封孔材）で封止
する（Ｓ１３）。これにより、第１および第２のカラー
液晶表示素子が得られる。
【００４９】以上のように、この例のカラー液晶表示素
子の製造方法では、電極基板２０と電極基板３０との貼
り合わせ後にカラーフィルタ１２を形成している。これ
によって、電極基板２０と電極基板３０とを貼り合わせ
る工程（Ｓ８）より前の製造工程、特にＳ３・Ｓ６で行
われるラビング工程において、搬送系等によりカラーフ
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9
ィルタ１２に傷を付けることがなくなる。したがって、
カラーフィルタ１２に傷のないカラー液晶表示素子が得
られる。
【００５０】また、この例のカラー液晶表示素子の製造
方法では、電着法によりカラーフィルタを形成している
（Ｓ１０）。
【００５１】これにより、カラーフィルタを印刷法によ
り形成した透明板を基板の外側に貼り合わせる方法や、
印刷法によってカラーフィルタを基板上に直接的に形成
する方法と比較して、カラーフィルタと基板との位置合
わせを精度良く行うことができる。
【００５２】実際にも、この例の方法により得られたカ
ラー液晶表示素子の評価を行ったところ、カラーフィル
タに傷のなく、かつ、位置ずれのない良好な表示のカラ
ー液晶表示素子が得られたことが分かった。
【００５３】さらに、この例の製造方法では、電着法に
よりカラーフィルタを形成を、電極基板２０と電極基板
３０との間隙を周縁でシール材により封止した（Ｓ９）
後であって、かつ、液晶の注入（Ｓ１２）前に行ってい
る。
【００５４】これにより、電極基板２０・３０間の間隙
に液晶が注入されていない状態で、かつ、電極基板２０
・３０間の間隙が密閉されている状態で、電着法による
カラーフィルタの形成を行うことができる。それゆえ、
液晶が存在する状態でカラーフィルタの形成を行う場合
に起こる液晶の熱分解、並びに電着液が基板間の間隙全
体に浸透することにより起こる液晶層への電着液の成分
の混入を回避することができる。
【００５５】その上、この例の製造方法では、透明電極
３・４を形成するための透明導電膜と、電着用の電極と
して使用される透明導電膜１０３・１０４とを同じ透明
導電体で同時に形成している。これにより、製造工程が
簡素化できる。
【００５６】また、この例の製造方法では、複数のカラ
ー液晶表示素子を製造するための電極基板２０・３０の
分断時に密閉された電極基板２０・３０の間隙が開放さ
れるように、電極基板２０・３０の間隙を周縁でシール
材により封止している（Ｓ９）。これにより、密閉され
た電極基板２０・３０の間隙を開放する工程を別途行う
必要がなくなり、製造工程を簡素化できる。
【００５７】〔実施の形態２〕本発明の他の実施の形態
について図２、図４、および図５に基づいて説明すれ
ば、以下の通りである。なお、説明の便宜上、前記実施
の形態１にて示した各部材と同一の機能を有する部材、
および前記実施の形態１にて示した各工程と同一の機能
を有する工程には、同一の符号を付記し、その説明を省
略する。
【００５８】本実施形態の製造方法によって製造される
カラー液晶表示素子は、実施の形態１の製造方法によっ
て製造されるものとほぼ同様であり、同じ図２に示す構
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造を備えている。
【００５９】本実施形態の製造方法は、図４に示すよう
に、実施の形態１の製造方法におけるＳ７の代わりにＳ
２７を行い、実施の形態１の製造方法におけるＳ９の代
わりにＳ２９を行う以外は、実施の形態１の製造方法と
同様である。
【００６０】本実施形態の製造方法では、まず、実施の
形態１と同様にし、Ｓ１～Ｓ３で電極基板３０を製造
し、Ｓ４～Ｓ７で電極基板２０を製造する。次いで、電
極基板２０の配向膜８上にスペーサ９を散布するととも
にシール材（第１のシール材壁）１０Ａ、シール材（第
２のシール材壁）１０Ｂ、およびシール材（第３のシー
ル材壁）２２を配置する（Ｓ２７：シール材壁配置工
程）。
【００６１】シール材１０Ａ、１０Ｂ、および２２の配
置は、図５に示す配置とする。すなわち、図５に示すよ
うに、電極基板２０の片面に対して、第１のカラー液晶
表示素子の液晶層が形成されるべき領域（第１の領域）
２４Ａを囲むようにシール材１０Ａを壁状に配置すると
ともに、シール材１０Ａに対して、領域２４Ａ上に液晶
を注入するための注入口（第１の注入口）２１Ａを形成
する。また、電極基板２０の同じ面に対して、第２のカ
ラー液晶表示素子の液晶層が形成されるべき第２の領域
（第２の領域）２４Ｂを囲むようにシール材１０Ｂを壁
状に配置するとともに、領域２４Ｂ上に液晶を注入する
ための注入口（第２の注入口）２１Ｂを形成する。さら
に、電極基板２０の同じ面に対して、シール材１０Ａお
よび１０Ｂの両方を囲むようにシール材２２を壁状に、
かつ、空気孔が形成されるようにシール材２２を配置す
る。
【００６２】次に、実施の形態１と同様にして電極基板
２０と電極基板３０とを貼り合わせた（Ｓ８）後、シー
ル材２２の空気孔２３を封止材により封止する（Ｓ２
９：密閉工程）。これにより、電極基板２０と電極基板
３０との間隙が、周縁のシール材２２および封止材によ
って封止され、密閉された状態となる。
【００６３】以上の方法により、実施の形態１と同様
に、カラーフィルタ焼成時における液晶の熱分解、およ
び液晶層への電着液の成分の混入を回避しながら、カラ
ーフィルタに傷のなく、かつ、位置ずれのない良好な表
示のカラー液晶表示素子が得られる。
【００６４】また、本実施形態の方法では、貼り合わせ
を行った後に空気孔２３を封止しているので、液晶セル
内の空気が貼り合わせ時の熱で膨張してシールが爆発
（破裂）してしまうことを回避できます。
【００６５】さらに、本実施形態の方法は、実施の形態
１の方法に対して、封止が一部でよいので、工程数が減
らせるという利点がある。
【００６６】なお、以上の各実施形態の方法では、透明
電極３を形成するための透明導電膜と透明導電膜１３と
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11
を同時に形成するために、電極基板２０・３０を貼り合
わせる前に透明導電膜１３を形成していたが、透明電極
３を形成するための透明導電膜と透明導電膜１３とを別
々に形成する場合には、電極基板２０・３０を貼り合わ
せた後に透明導電膜１３の形成を行うことも可能であ
る。
【００６７】また、以上の各実施形態では、電極基板２
０・３０を２つに分断し、２つの液晶表示素子を製造す
る場合について説明したが、電極基板２０・３０を３つ
以上に分断し、３つ以上の液晶表示素子を製造すること
も可能である。
【００６８】
【発明の効果】本発明のカラー液晶表示素子の製造方法
は、以上のように、２枚の基板を互いに対向させて貼り
合わせる貼り合わせ工程と、貼り合わせ工程の後に、一
方の基板における他方の基板と反対側の面上にカラーフ
ィルタを形成するカラーフィルタ形成工程と、カラーフ
ィルタ形成工程の後に、両基板間の間隙に液晶を注入す
る液晶注入工程とを含む方法である。
【００６９】上記方法によれば、２枚の基板の貼り合わ
せ後に一方の基板における液晶層と反対側の面上にカラ
ーフィルタを形成することによって、カラーフィルタに
傷を付けることを防止しながら、カラーフィルタの凹凸
に起因するセルギャップの不均一がないカラー液晶表示
素子が得られる。また、上記方法によれば、両基板間の
間隙に液晶が注入されていない状態でカラーフィルタの
形成を行うことができるので、両基板間の密閉された間
隙に液晶が注入されている状態でカラーフィルタの形成
を行う場合に起こるカラーフィルタの焼成時に液晶が熱
で分解するという問題を回避できる。したがって、上記
方法によれば、液晶の熱分解を回避しながらカラーフィ
ルタを形成でき、かつ、形成後にカラーフィルタに傷を
付けることなく良好なカラー液晶表示素子を製造するこ
とができるカラー液晶表示素子の製造方法を提供するこ
とができるという効果が得られる。
【００７０】本発明のカラー液晶表示素子の製造方法
は、上記各工程に加えて、カラーフィルタ形成工程の前
に、両基板間の間隙を密閉する密閉工程と、カラーフィ
ルタ形成工程の後で、かつ、液晶注入工程の前に、密閉
された間隙を開放する開放工程とをさらに含むことが好
ましい。
【００７１】上記方法によれば、両基板間の間隙が密閉
されている状態でカラーフィルタの形成を行うので、電
着を確実に行うことができ、しかも位置ずれを確実に回
避できるという効果が得られる。
【００７２】本発明の製造方法におけるカラーフィルタ
の形成方法としては、電着法が好ましい。これにより、
カラーフィルタを印刷法により形成した透明板を基板の
外側に貼り合わせる方法や、印刷法によってカラーフィ
ルタを基板上に直接的に形成する方法と比較して、カラ*
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*ーフィルタと基板との位置合わせを精度良く行うことが
できるという効果が得られる。
【００７３】また、本発明のカラー液晶表示素子の製造
方法の好ましい形態は、上記貼り合わせ工程の前に、一
方の基板の片面に対して、第１の領域を囲むように、か
つ、液晶を注入するための第１の注入口が形成されるよ
うに第１のシール材壁を配置するとともに、第１の領域
と分離した第２の領域を囲むように、かつ、液晶を注入
するための第２の注入口が形成されるように第２のシー
ル材壁を配置するシール材壁配置工程をさらに含み、上
記貼り合わせ工程では、第１のシール材壁および第２の
シール材壁が内側となるように両基板を貼り合わせ、上
記密閉工程では、両基板を周縁で封止し、上記開放工程
では、第１のシール材壁と第２のシール材壁との間で両
基板を分断する方法である。
【００７４】上記方法によれば、両基板を分断して得ら
れる各部を用いて複数のカラー液晶表示素子を製造する
場合に、複数のカラー液晶表示素子を製造するための両
基板の分断と、密閉された間隙の開放とを同時に行うこ
とができ、製造工程を簡素化できるという効果が得られ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るカラー液晶表示素子の製造方法の
実施の一形態における各製造工程を示すフローチャート
である。
【図２】図１に示す製造方法によって製造されるカラー
液晶表示素子の構成を示す断面図である。
【図３】図１に示す製造方法の一工程におけるシール材
の配置を説明するための説明図である。
【図４】本発明に係るカラー液晶表示素子の製造方法の
他の実施の形態における各製造工程を示すフローチャー
トである。
【図５】図４に示す製造方法の一工程におけるシール材
の配置を説明するための説明図である。
【符号の説明】
１    基板
２    基板
３    透明電極
４    透明電極
５    絶縁膜
６    絶縁膜
７    配向膜
８    配向膜
９    スペーサ
１０    シール材
１０Ａ  シール材（第１のシール材壁）
１０Ｂ  シール材（第２のシール材壁）
１１    液晶層
１２    カラーフィルタ
１３    透明導電膜



(8) 特開２００１－２１５４８８
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２０    電極基板
２１Ａ  注入口（第１の注入口）
２１Ｂ  注入口（第２の注入口）
２２    シール材 *
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*２３    空気孔
２４Ａ  領域（第１の領域）
２４Ｂ  領域（第２の領域）
３０    電極基板

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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